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令和８年度　博物館実習受け入れ要項

秋田県立博物館では、博物館法施行規則にもとづき、将来の学芸員を養成するため博物館実習（実務実
習）を実施する。実習生の受け入れは次のとおり行う。

　以下、１～３の要件を全て満たす者、または４に該当する者

１　実習以外の学芸員資格取得に必要な全ての単位を取得済み、または実習開始
　　までに取得見込の者（未履修科目がある状態での実習参加は認めない）

２　秋田県に本籍、若しくは住所を有する者、又は秋田県内に所在する大学
　　に在学する者

３　当館が定める全期間において実習が可能な者

４　秋田県立博物館長が特に認めた者

１０名程度　申込者が定員を超える場合は選考とする
（最終年次・院生の受入を優先する）

令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）

令和８年８月２６日（水）～２８日（金）、９月１日（火）～３日（木）計６日間

　実習希望者は受付期間中に秋田県立博物館にメールで連絡し、実習生の受け入れ
状況を確認した上で所属大学の担当者を通じて次の１～４の書類を提出し、申し込
みを行うものとする
　書類の提出期限は令和８年５月３１日とする
　デジタルデータでの提出も可能だが、その場合は４は不要

１　学長もしくは学部長名による依頼文書（秋田県立博物館　館長宛）
　　※依頼側の博物館実習担当部署・担当者・連絡先を明記

２　学芸員資格取得に必要な単位の取得状況を確認できる文書
　　※所属校所定の様式

３　個人調書
　　※所属校所定の様式（履歴書でも可）

４　返信用封筒（１１０円切手貼付）
　　※受入通知書返送用

１　個人調書に虚偽の記載があった場合は受け入れを行わない
　　実習中の場合は中止する

２　実習期間中、実習生として不適切な行動（遅刻、早退、欠席ならびに服装
　　等の不備）があった場合、実習を取り消すことがある

３　実習日程の詳細については別途当館が決定する

４　実習は無料だが、資料代等の実費を徴収する場合がある

５　実習中の成績評価及び所見注記等は行わない

６　実習終了後、実習終了（修了）の認定は行うが、原則として成績評価及び
　　所見注記等は行わず、要請がある場合は簡易な段階評価のみを行う

７　実習に伴う謝金・金券等は一切不要である
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　秋田県立博物館　普及・広報チーム　博物館実習担当　宛

TEL：018-873-4121　　FAX：018-873-4123　MAIL:info@akihaku.jp

※不明な点や事前に内諾が必要な場合はメールで問い合わせてください
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